
大阪市ファミリーシップ制度に関する要綱 

 

（趣旨） 

第 1条 この要綱は、大阪市人権尊重の社会づくり条例（平成 12年大阪市条例第 25 号）

の趣旨に基づき、性的マイノリティがその人権を尊重され、自己実現を目指して生きがい

のある人生を創造することができる自由、平等で公正な誰もが生きやすい社会の実現に向

けた「ファミリーシップ制度」に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第 2条 この要綱において「性的マイノリティ」とは、性的指向が必ずしも異性愛のみで

はない者又は性自認が出生時の性と異なる者をいう。 

2 この要綱において「パートナーシップ関係」とは、互いを人生のパートナーとし、日

常の生活において相互に協力し合うことを約した二者間の関係であって、その一方又は双

方が性的マイノリティであるものをいう。 

3 この要綱において「ファミリーシップ関係」とは、パートナーシップ関係にある者の

子（養子を含む。）又は親（養親及びその配偶者を含む。）（以下「子等」という。）を含

め、家族として、日常の生活において相互に協力し合うことを約した当事者間の関係をい

う。 

4 この要綱において「ファミリーシップの宣誓」とは、前 2項に規定する関係である旨

の宣誓を行うことをいう。 

 

（ファミリーシップの宣誓の証明） 

第 3条 次の各号のいずれにも該当する当事者が、次条の定めるところにより、市長に対

して前条第 2項又は第 3項の関係にある旨の宣誓（以下「ファミリーシップの宣誓」とい

う。）をしたときは、第 5条の定めるところにより、その旨を証明する。 

(1)パートナーシップ関係にある両当事者（以下「両当事者」という。）がともに成年に達

していること。 

(2)両当事者の少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定して

いること。 

(3)両当事者がともに現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手

方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。 

(4)両当事者が民法（明治 29年法律第 89 号）第 734 条及び第 735 条の規定により婚姻を

することができないとされている者同士の関係にないこと。 

(5)両当事者以外のファミリーシップ関係にある旨の宣誓をする者は、パートナーシップ関

係にある者の子等であること。 

 



（ファミリーシップの宣誓の方法） 

第 4条 ファミリーシップの宣誓は、その当事者が所定の事項をそれぞれ自書または代

書、その他の方法により作成したファミリーシップ宣誓書（様式第 1号）（以下「宣誓

書」という。）の正本 1通及び副本 2通に、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出

して行うものとする。 

(1)住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81 号）第 12条第 1項に規定する住民票の写し若し

くは住民票記載事項証明書又は同法第 20条第 1項に規定する戸籍の附票の写し 

(2)両当事者がともに市内に住所を有していないときは、少なくともいずれか一方が市内へ

の転入を予定していることを疎明するに足りる資料 

(3)両当事者が現に婚姻をしていないことを証明する書類 

(4)ファミリーシップ関係にある旨の宣誓を行う場合には、第 3条第 5号の要件を満たすこ

とが確認できる書類 

2 ファミリーシップ関係にある旨の宣誓を行う場合において、親又は満 15歳以上の子を

含む場合は、当該子等の同意を必要とする。 

3 ファミリーシップの宣誓をしようとする当事者のいずれか又は全員が宣誓書に自書以

外の方法により宣誓するときは、本市職員及び当事者全員（両当事者の子等のうち 15歳

未満の者については、この限りでない。）の立会いの下で当該当事者以外の者に代書その

他の方法により記入させることができるものとする。 

4 ファミリーシップの宣誓をしようとする者のうち両当事者には、宣誓書を提出する時

に、それぞれ本人であることを明らかにするため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求

めるものとする。 

(1)個人番号カード 

(2)旅券 

(3)運転免許証 

(4)その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって、本人の顔写真が貼

付されたもの。 

(5)その他前各号に準ずるものとして市長が相当と認める書類 

 

（ファミリーシップの宣誓の証明の方法） 

第 5条 ファミリーシップの宣誓の証明は、当該宣誓をした当事者に対し、ファミリーシ

ップ宣誓書受領証（様式第 2号）（以下「受領証」という。）を交付して行う。ただし、フ

ァミリーシップ関係にある旨の宣誓を行う場合の子等に対する「受領証」の交付は、希望

する場合のみとする。 

2 両当事者には、受領証のほか、受領印を押印した宣誓書の副本を交付する。 

3 前項の規定にかかわらず、両当事者が希望するときは、宣誓書の副本に代えて受領印を

押印した宣誓書の正本の写しを交付し、又は両当事者に交付する宣誓書の副本を 1通とす



ることができる。この場合においては、前条第 1項の規定にかかわらず、宣誓書の副本の

提出は要せず、又は提出する副本は 1通とする。 

 

（通称の使用） 

第 6条 ファミリーシップの宣誓をしようとする当事者に氏名を使用し難い特別の事情が

あると認めるときは、宣誓書及び受領証に氏名に代えて通称（氏名以外の呼称であって社

会生活上通用していると認められるものをいう。）を使用することができるものとする。た

だし、宣誓書の正本の裏面部分については、この限りでない。 

 

（受領証の再交付） 

第 7条 受領証の交付を受けた者が、当該受領証の紛失、毀損等の事情により受領証の再

交付を希望するときは、受領証を再交付する。 

2 受領証の再交付を受けようとする者は、ファミリーシップ宣誓書受領証再交付申請書

（様式第 3号）を市長に提出しなければならない。 

 

（受領証の失効及び返還） 

第 8条 受領証は、次の第 1号から第 4号までのいずれかに該当するときは当該事由の発

生時に失効し、第 5号に該当するときは、宣誓の日に遡及して失効する。ただし、第 2号

に該当する場合であって、引き続きファミリーシップ関係の継続を希望する場合は、この

限りではない。 

（1）両当事者の意思によりパートナーシップ関係が解消されたとき。 

（2）両当事者の一方が死亡したとき。 

（3）両当事者がともに市内に住所を有しなくなったとき。 

（4）両当事者の少なくともいずれか一方が第 3条第 3号に該当しなくなったとき。 

（5）宣誓書を提出した時点において当事者が第 3条各号に掲げる要件に該当していなかっ

たことが判明したとき。 

2 前項により失効した受領証は、ファミリーシップ宣誓書受領証返還届（様式第 4号）

を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、前項第 3号に該当する場合

であって、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約（令和 6年 4月 1日施

行）第 4条に規定する構成自治体（以下「構成自治体」という。）において、パートナー

シップ宣誓書受領証（以下「構成自治体受領証」という。）の交付を受けるために、構成

自治体に受領証を提出した場合を除く。 

 

（受領証記載事項等の変更） 

第 9条 両当事者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ファミリーシップ宣誓書受

領証記載事項変更届（様式第 5号。以下「記載事項変更届」という。）を市長に提出し、



ファミリーシップの宣誓における受領証の記載事項を変更しなければならない。 

（1）受領証から当該子等の氏名を削除するとき。 

（2）受領証に記載された子等のいずれかが死亡したとき。 

（3）受領証からパートナーの氏名を削除するとき。ただし第 8条第 1項ただし書きに該

当する場合に限る。 

（4）受領証に記載された者のいずれかに氏名の変更があったとき。 

2 前項第 1号に該当する場合であって、当該子等が満 15歳以上の場合、当該子等が自ら

記載事項変更届を提出することができる。 

3 前項第 4号に該当するときは、戸籍個人事項証明書等、氏名の変更があったことを証

明する書類を添付するものとする。 

4 市長は、第 1項各号の理由により記載事項変更届の提出を受けた場合は、記載事項変

更前の受領証の返還を受けるとともに、受領証を再交付するものとする。 

 

（事務の所管及び事前調整） 

第 10 条 ファミリーシップの宣誓の証明に関する事務は、大阪市人権啓発・相談センタ

ーにおいて行う。 

2 ファミリーシップの宣誓をしようとする当事者は、あらかじめ宣誓をする日時等につ

いて本市と調整するものとする。 

 

（他の自治体のパートナーシップ宣誓証明との相互連携を図る場合の取扱い） 

第 11 条 両当事者が、構成自治体受領証の交付を受けている場合は本条の定めるところ

により、第 5条第 1項に定める受領証（パートナーシップ関係にある者の子等に係るもの

を除く。）の交付を受けることができる。 

2 前項の規定による交付を受けようとする者（以下「転入宣誓者」という。）であって、

第 3条第 1号から第 4号までの要件を満たす者は、所定の事項を記載したパートナーシッ

プ関係継続申告書（様式第 6号）（以下「申告書」という。）に、次に掲げる書類を添付し

て、これを市長に提出して行うものとする。 

（1）構成自治体受領証 

（2）住所地の変更を証する書類 

3 転入宣誓者から前項の規定による書類の提出があった場合、遅滞なく転出元である連

携自治体に通知することとし、同通知に係る転入宣誓者の同意が得られないときは、本条

の定めによる受領証の交付は行わない。 

4 パートナーシップの申告をしようとする両当事者には、申告書を提出する時に、それ

ぞれ本人であることを明らかにするため、第 4条第 4項に掲げる書類のいずれかの提示又

は同書類のいずれかの写しの提出を求めるものとする。 

 



（本市施策の推進に当たっての配慮） 

第 12 条 本市は、施策の推進に当たっては、この要綱の趣旨を尊重し、パートナーシッ

プ関係又はファミリーシップ関係にある当事者に十分に配慮するものとする。 

 

（施行の細則） 

第 13 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局理事が定める。 

 

附則 

1 この要綱は、平成 30年 7月 9日から施行する。 

2 第 9条第 2項の規定による調整その他パートナーシップの宣誓のために必要な行為

は、この要綱の施行前においても行うことができる。 

3 この改正規定は、平成 31年 2月 4日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

 

附則 

1 この要綱は、令和 4年 8月 1日から施行する。 

2 第 10 条第 2項の規定による調整その他ファミリーシップの宣誓のために必要な行為

は、この要綱の改正前においても行うことができる。 

3 改正前の大阪市パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱の規定により交付した大

阪市パートナーシップ宣誓書受領証は、本要綱第 5条に規定する受領証とみなす。 

 

附則 

この要綱は、令和 4年 9月 1日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和 6年 4月 1日から施行する。 



（様式第１号） 

（表面） 

ファミリーシップ宣誓書 

 

私たちは、大阪市ファミリーシップ制度に関する要綱に規定する

（パートナーシップ関係・ファミリーシップ関係）にあり、日常の生

活において相互に協力し合うことを宣誓します。 

 

 

     年   月   日  

 

（宣誓者） 

（住所）                    

（氏名又は通称）                

 

 

（住所）                    

（氏名又は通称）                

 

 

 

（子又は親を含めて宣誓する場合） 

 

（住所）                    

（氏名又は通称）                

 

 

（代筆者） 

（住所）                    

 

（氏名）                    

  



（様式第 1号） 

（裏面） 

ファミリーシップの宣誓にあたっての確認 

 

私たちは「大阪市ファミリーシップ制度に関する要綱」に基づく「ファミリーシップ

の宣誓」をするにあたって、次の表の確認事項欄記載の内容が事実と相違ないこと及び

同要綱の規定を遵守することを確認します。 

記入日     年   月   日 

 

氏 名
フ リ ガ ナ

            氏 名
フ リ ガ ナ

            

（通 称）          （通 称）           

 

要綱の規定 

 

確  認  事  項 

項  目 回  答 

（該当するものに□に「レ」を付けてください。） 

第2条第2項 （関係性） 

一方または双方が性的マイノリティで

あり、互いを人生のパートナーとし、日

常の生活において、相互に協力しあうこ

とを約した関係であること。 

 

□左記に該当します 
 

□左記に該当しません 
→宣誓できません 

第3条第1号 （成年者であること） 

宣誓する当日において、双方が成年に

達していること。 

 

□左記に該当します 
 

□左記に該当しません 
→宣誓できません 

第3条第2号 （市内居住・転入予定であること） 

下記のいずれかに該当すること。 

  
□①②に該当しません 
→宣誓できません ①少なくともどちらか一方が市内に住所

を有している。 

□①に該当します 
該当者： 

②双方とも市内に住所を有していない

が、少なくともどちらか一方が市内への

転入を予定している。 

□②に該当します 
該当者： 

（転入予定日     年   月   日） 

第3条第3号 （独身であること） 

双方に配偶者がいないことおよび宣誓

者以外の者とパートナーシップの関係

（他都市の同性パートナーシップ制度等

を含む）にないこと。 

 

□左記に該当します 
 

□左記に該当しません 
→宣誓できません 

第3条第4号 （近親者でないこと） 

双方が、民法第 734 条および第 735 条

の規定により婚姻をすることができない

とされている者同士の関係でないこと。 

 

□左記に該当します 
 

□左記に該当しません 
→宣誓できません 

第3条第5号 
ファミリーシップ

関係の宣誓のみ 

（子等との関係） 

パートナーシップ関係にある者の子等

であること。 

 
□左記に該当します 

□左記に該当しません 
→ファミリーシップ関

係の宣誓はできません 

第4条第2項 
ファミリーシップ

関係の宣誓のみ 

（子等の同意） 

親又は満 15 歳以上の子を含む場合は、

当該子等の同意があること。 

 
□左記に該当します 

□左記に該当しません 
→ファミリーシップ関

係の宣誓はできません 
備考 １ 副本は、表面のみとする。 ２ 表面の背景には、適宜意匠を加えるものとする。 



（様式第 2号） 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 
備考 

１ 寸法は、縦 54ミリメートル、横 86ミリメートルとする。 

２ 表面の背景には、適宜意匠を加えるものとする。 

３ 特記事項欄には、再交付をした場合の交付年月日を記載する。 

  ファミリーシップ宣誓書受領証 
大阪市ファミリーシップ制度に関する要綱の規定に 
基づき、ファミリーシップの宣誓をされたことを証します。 

              様 
              様 

  年  月  日 
大  阪  市  長 

この受領証の提示を受けられた方へ 

この受領証は、大阪市として、当事者がファミリーとし

日常生活において協力しあうことを宣誓されたことを証す

ることにより、いきいきと輝き活躍されることを期待する

ものです。この受領証の提示を受けられた方は、上記の趣

旨を十分にご理解くださいますようお願いします。 
 
子等の氏名 
                     
 
特記事項 

専用 
公印 



（様式第３号） 

ファミリーシップ宣誓書受領証再交付申請書 

 

 

      年   月   日付けで交付されました、ファミリーシップ

宣誓書受領証（様式第２号）の再交付を受けたいので、大阪市ファミリーシップ

制度に関する要綱第７条の規定により申請します。 

 

再交付を希望する理由（いずれかに○をつけてください。） 

(1) 紛 失 

(2) 毀 損 

(3) その他（                            ） 

 

     年   月   日  

 

（宣誓者） 

（住所）                     

（氏名又は通称）                 

 

 

（住所）                     

（氏名又は通称）                 

 

 

（子等を含めて宣誓した場合） 

 

（住所）                     

（氏名又は通称）                 

 

（代筆者） 

（住所）                     

（氏名）                     



（様式第４号） 

ファミリーシップ宣誓書受領証返還届 

 

大阪市ファミリーシップ制度に関する要綱第８条の規定により、ファミリー

シップ宣誓書受領証（様式第２号）を返還します。 

 

返還の理由（いずれかに○をつけてください。） 

(1) 両当事者の意思によるパートナーシップ関係の解消 

(2) 両当事者の一方の死亡 

(3) 両当事者がともに市内に住所を有しなくなった又は少なくともいずれか 

一方が婚姻し、もしくは他の者とパートナーシップ関係を有することとなった 

 (4) 宣誓した時点において宣誓の証明を受けるための要件に該当していなかっ 

  た 

 

 

     年   月   日  

 

（宣誓者） 

（住所）                     

（氏名又は通称）                 

 

（住所）                     

（氏名又は通称）                 

 

（子等を含めた宣誓の場合） 

 

（住所）                     

（氏名又は通称）                 

 

（代筆者） 

（住所）                     

（氏名）                     



（様式第５号） 

ファミリーシップ宣誓書受領証記載事項変更届 

 

 

大阪市ファミリーシップ制度に関する要綱第９条の規定により、ファミリーシップ宣誓

書受領証記載事項変更の届出及び再交付の申請をします。 

 

 

 

     年   月   日  

（届出・申請人） 

 

（住所）                     

（氏名又は通称）                 

（住所）                     

（氏名又は通称）                 

 

 

ファミリーシップ宣誓者に関する確認事項 

 

（宣誓者） 

（住所）                     

（氏名又は通称）                 

 

（住所）                     

（氏名又は通称）                 

 

（子等を含めて宣誓した場合） 

（住所）                     

（氏名又は通称）                 

 

 

（代筆者） 

（住所）                     

（氏名）                     

 



 

該当する事項に○をつけてください。 

 

(1)  受領証から子等の氏名を削除する 
 

(2) 受領証からパートナーの氏名を削除する 

 

(3) 受領証に記載された者のいずれかに氏名の変更があった 

 

変更前氏名（通称）（氏名）                     

変更後氏名（通称）（氏名）                     

 



（様式第６号） 

パートナーシップ宣誓継続申告書 

大阪市長 様 

 

大阪市ファミリーシップ制度に関する要綱第 11 条の規定に基づき、住所地の変更前に

構成自治体から性的マイノリティでパートナーシップ関係にある旨の証明としてパートナ

ーシップ宣誓書受領証を交付されたこと、及び互いを人生のパートナーとし、日常の生活

において相互に協力し合う関係を継続していることを申告します。 

なお、申告内容を住所地変更前の構成自治体に通知することに同意します。 

 

     年   月   日  

 

 申請者 

ふりがな 

氏名 

 

 

 

 

（通称名の場合） 

戸籍上の氏名 

 

 
 

生年月日     年   月   日     年   月   日 

旧住所  

 
 

新住所 

 

 
 

□転入済     □転入済    

□転入予定（   月   日 ）   □転入予定（  月   日 ）  

当初(転出地)の宣誓日     年   月   日     年   月   日 

電話番号（連絡先）   

要件 □一方又は双方が性的マイノリティである 

 

 

 

   

 
【大阪市使用欄】  

発行日    年  月  日 

□本人確認書類（運転免許証・個人番号カード・その他） 

□返信用封筒・切手（有・無） ※郵送受付時 

継続申告の可否       □可    □否（    ） 

（郵送申請の場合） 

本人宛送付日    年  月  日 

通知日（転出地自治体宛）  年   月  日 


